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那須地区消防組合における人事行政の運営状況について 

 

 「那須地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき本組合における 

人事行政の運営状況について公表いたします。 
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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

 ◇職員の任用状況（平成３０年４月１日採用者数） 

  ・採用試験による採用者数 ８人 

 

 ◇職員の退職状況（平成２９年度中） 

 ・定年退職６人・早期退職－人・普通退職－人・その他－人・再任用２人  計８人 

 

 ◇消防職員の定数及び実員 

                                                           平成 30 年 4 月 1 日現在 

 

 

  

区分 消     防     吏     員 

合

計 

 
階級 

消

防

正

監 

消

防

監 

消
防
司
令
長 

消

防

司

令 

消
防
司
令
補 

消

防

士

長 

消
防
副
士
長 

消

防

士 

計 

再
任
用
職
員 

（
消
防
士
長
） 

実員 1 3 6 36 77 82 41 72 318 2 320 

定数 階級別定員内訳なし      消防吏員  325 325 

 

 

 ◇消防職員階級別年齢表 

 

区  分 

消 防 

正 監 
消防監 

消 防 

司令長 

消 防 

司 令 

消 防 

司令補 

消 防 

士 長 

消 防 

副士長 
消防士 計 

 

18 歳～20 歳        17  17 

21 歳～25 歳        6 52  58 

26 歳～30 歳      32 33  3  68 

31 歳～35 歳      5 49  2   56 

36 歳～40 歳     31  1    32 

41 歳～45 歳    16 41     57 

46 歳～50 歳    16      16 

51 歳～55 歳    1  4  4       9 

56 歳～60 歳  1  2  2        5 

61 歳～65 歳       2     2 

計  1  3  6 36 77 84 41 72 320 

平  均 58 56.3 55.3 46.7 40.1 32.2 27.3 21.9 33.53 
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２ 職員の人事評価の状況 

 

平成 29年 4月 2日から 

平成 30年 4月 1日までにおける運用 

那須地区消防組合 国 

管理職員 一般職員 
特  定 
管理職員 

一般職員 

人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 

 

標準に加え上位及び下位の区分も適用   ○ ○ 

標準に加え上位の区分も適用     

標準に加え下位の区分も適用     

標準の区分のみ適用 ○ ○   

人事評価を実施していない     

 

 

３ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

 ◇職員の給与費の状況（一般会計予算） 

区  分 
職員数 

A 

給     与     費 １人当給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B B／A 

平成 

29 年度 

人 

318 

千円 

1,028,000 

千円 

373,983 

千円 

409,000 

千円 

1,810,983 

千円 

5,695 

（注）一般職の給与費です。なお職員手当には、退職手当を含みません。給与費は当初予算額です。 

 

 

 ◇職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区   分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

消 防 職 ２７０,３３２円 ３０７,８３３円 ３３.５歳 

再任用職員 ２１４,８００円 ２２３,７７５円 ６１.２歳 

 

 

 ◇職員の初任給の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在）  

区 分 消 防 職 
国 の 制 度 

（一般行政職） 

大 学 卒 １７９,２００円 １７９,２００円 

短 大 卒 １５９,８００円 １５９,８００円 

高 校 卒 １４７,１００円 １４７,１００円 
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 ◇級別職員数の状況（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

区分 職務の名称 職員数 構成比 

８級 
消防長の職務 

困難な業務を所掌する消防監の職務 
４ 人 １．３ ％ 

７級 

本部次長の職務 

規模の大きい消防署の署長の職務 

参事の職務 

６ 人 １．９ ％ 

６級 

消防署長の職務 

課長の職務 

副参事の職務 

困難な業務を行う主幹の職務 

４ 人 １．３ ％ 

５級 

副署長の職務 

分署長の職務 

課長補佐の職務 

統括担当の職務 

主幹の職務 

２６ 人 ８．１ ％ 

４級 

当直担当の職務 

副主幹の職務 

困難な業務を行う係長又は主査の職務 

６７ 人 ２０．９ ％ 

３級 

係長の職務 

主査の職務 

困難な業務を行う主任の職務 

９８ 人 ３０．６ ％ 

２級 
主任の職務 

困難な業務を行う主事の職務 
４３ 人 １３．４ ％ 

１級 主事の職務 ７２ 人 ２２．５ ％ 

 

 ◇職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

区  分 内         容 

期末手当 

勤勉手当 

(平成 29 年度支給割合) 

(一般職員) 

     期末手当   勤勉手当 

 6 月期 1.225 月分  0.85 月分 

12 月期 1.375 月分  0.95 月分 

 計    2.6  月分     1.8 月分   4.4 月分 

(特定幹部職員) 

     期末手当   勤勉手当 

 6 月期 1.025 月分  1.05 月分 

12 月期 1.175 月分  1.15 月分 

 計    2.2  月分     2.2 月分   4.4 月分 

(再任用職員) 

     期末手当   勤勉手当 

 6 月期 0.65 月分  0.40 月分 

12 月期 0.80 月分  0.45 月分 

 計   1.025 月分   0.85 月分 1.875 月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

      役職加算 5％～20％ 
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（２）退職手当（平成 30 年 4 月 1 日） 

退職手当 

（平成 29 年度） 

支給率     自己都合      定年・応募認定 

勤続 20 年   20.445 月分    25.55625 月分 

勤続 25 年   29.145 月分    34.5825  月分 

勤続 35 年   41.325 月分    49.59    月分 

最高限度額   49.59  月分    49.59    月分 

その他の加算処置 早期退職募集制度  3％～45％加算 

           1 人当り平均支給額 定年・応募認定  23,354 千円 

                        自己都合   ―   千円 

（注） 退職手当の 1 人当り平均支給額は、平成 29 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

（３）地域手当 

支給実績（平成 29 年度決算） 30,489 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（平成 29 年度決算） 95,877 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

大田原市 2.2％ 318 人 6％ 

 

（４）特殊勤務手当（平成 30 年 4 月 1 日） 

支給実績（平成 29 年度決算） 11,359 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（平成 29 年度決算） 35,720 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 29 年度） 72.5% 

手当の種類（手当数） 13   

種  類 支給の範囲 手当の額 

火災出動手当 
大型自動車免許を必要とする車両の運転業務に従事した職員 出動 1 回につき 300 円 

その他の職員 出動 1 回につき 200 円 

救急出動手当 

救急救命士として救急活動に従事した職員 出動 1 回につき 400 円 

救急救命士法施行規則（平成 3 年厚生省令第 44 号）第 21 条

に規定する特定行為の業務に従事した救急救命士 
出動 1 回につき 900 円 

その他の職員 出動 1 回につき 300 円 

救助出動手当 

大型自動車免許を必要とする車両の運転業務に従事した職員  出動 1 回につき 300 円 

潜水器具を着用して人命救助等のため潜水作業に従事した職

員（訓練を含む。）  
業務1回につき1,000円 

その他の職員  出動 1 回につき 200 円 

警戒出動手当 
大型自動車免許を必要とする車両の運転業務に従事した職員 出動 1 回につき 300 円 

その他の職員 出動 1 回につき 200 円 

高所活動危険

手当 

高低差がおおむね10メートル以上ある足場の不安定な場所

における消防活動等に従事した職員 
業務 1 回につき 500 円 

火災調査手当  火災原因及び損害調査の業務に従事した職員 調査 1 件につき 200 円 

緊急消防援助

隊派遣手当 
緊急消防援助隊として消防活動に従事した職員 

従事した日 1 日につき

1,000 円 
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（５）時間外勤務手当 

時 間 外 

勤務手当 

平成 29 年度 

支 給 総 額 61,269 千円 

１人当り平均支給額 193 千円 

平成 28 年度 

支 給 総 額 53,620 千円 

１人当り平均支給額 167 千円 

 

（６）その他の手当                       平成 30 年 4 月 1 日現在 

手当名 内容及び手当額等 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成 29 年度決算） 

支給職員 1 人当たり 

平均支給年額 

（平成 29 年度決算） 

扶養手当 

配偶者       月額  6,500 円 

子         月額 10,000 円 

父母等       月額  6,500 円 

満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度

末までの子について月額 5,000 円加算 

同 じ  41,940 千円 241,034 円 

住居手当 借家      月額 27,000 円以内 同 じ  21,578 千円 291,595 円 

通勤手当 
交通機関利用 

交通用具利用 
異なる 

通勤距離の

区分 
30,775 千円 100,179 円 

管理職員特別 

勤務手当 

管理職員が緊急に週休日、休日に勤務 

をしたとき 
同 じ  1,470 千円 294,000 円 

夜間勤務手当 
正規の勤務時間として深夜に勤務を 

したとき 
同 じ  20,842 千円 87,941 円 

休日勤務手当 休日の勤務 1時間当たり給料の 135 ％ 同 じ  86,880 千円 366,582 円 

管理職手当 

消防長          76,000円 

本部次長         68,000円 

大規模消防署の署長、消防監 62,000 円 

参事           60,000円 

消防署長、課長、消防司令長 58,000 円 

副参事          52,000円

副署長、課長補佐、分署長（日勤） 43,000 円 

異なる 手当額 16,608 千円 722,087 円 

寒冷地手当 

基準日（11 月から翌年 3 月までの各月

の初日。）に支給対象地域等に居住し、

かつ勤務をしたとき 

同 じ  111 千円 37,000 円 
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 ◇勤務時間の状況 

（１）毎日勤務者 

  ・勤務時間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分（7 時間 45 分勤務） 

  ・休息時間  正午から午後 1 時 

（２）交替制勤務者 

  ・勤務時間  午前 8 時 30 分から翌日午前 8 時 30 分（15 時間 30 分勤務） 

  ・休息時間  正午から午後 1 時、午後 5 時 15 分から翌日午前 8 時 30 分までの間に 

         7 時間 30 分 

 

  ※週休日  日曜日及び土曜日 
  ※休 日  国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

        12月 29日から翌年の 1月 3日までの日（祝日法による休日を除く。） 

 

４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況（平成 29年度） 

 

  ◇分限処分者 

区  分 降 任 免 職 休 職 降 給 計 

処分者数（人） ０ ０ １ ０ １ 

  （注）分限処分とは、公務の能率の維持及びの適正な運営の確保の目的から、地方公務員法の 

    規定に基づき、職員に対し降任、免職及び休職の処分を職員の意に反して行う処分です。 

 

  ◇懲戒処分者 

区  分 免 職 停 職 減 給 戒 告 計 

処分者数（人） ０ ０ ０ １ １ 

  （注）懲戒処分とは、職員の執行上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行が  

    あった場合、地方公務員法の規定に基づき、職員に対し戒告、減給、停職及び免職の処分 

    を行い、公務における規律と秩序を維持することを目的とした処分です。 

 

５ 職員の服務の状況 

  （１）営利企業などの従事の状況 

平成 29年度中の許可件数は、下表のとおりです。 

 

区      分 件 数 

農 業 １２ 

不動産所得  １ 

その他 １１ 

計 ２４ 

 

  （２）休暇の状況 

    ①年次有給休暇取得状況（平成 29 年度） 

    ・平均取得日数 10.13 日  取得率 25.5％ 

    ※ 期間は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

    ※ 平成 29 年度派遣職員 3 名除く 

 

javascript:void:(0);
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    ②休暇の種類 

年次有給休暇 
一年度につき 20 日間与えられる休暇（前年度からの繰り越しを含めて、一年

度につき 40 日間を限度） 

病気休暇 
疾病・負傷で療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合の休暇（期間は 90 日以内） 

特別休暇 

結婚、出産、ボランティア、忌引、夏季休暇など特別の事由により勤務しな

いことが相当と認められる場合の休暇（期間はそれぞれ条例で定められた日

数、期間） 

介護休暇 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病または老齢により日常生活

を営むのに支障がある者の介護のために勤務しないことが相当と認められる

場合の休暇（期間はそれぞれ条例で定められた日数、期間） 

 

 

６ 職員の退職管理の状況 

 

 営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する契約等事務に関し、離職

後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職職員に働きかけることなどを禁止

しています。また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業等に再就職した

場合は、離職した際の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務付けています。 
 
   ・平成 29年度退職者からの再就職情報の届出はありませんでした。 

 

 

７ 職員の研修の実施状況（平成 29年度） 

 

区     分 人 数 

消防大学校が実施する研修  ３ 

栃木県消防学校が実施する研修 ５３ 

救急救命研修所が実施する研修  ３ 

那須地区広域行政事務組合が実施する研修   １６ 

栃木県市町村振興協会が実施する研修  ４ 
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８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）職員の健康の保持増進対策 

平成２９年度受診者数 

検 診 内 容  対 象 者 受 診 者 数  

定期健康診断 全職員 297 

特別業務従事者健康診断 隔日勤務者 241 

人間ドック・脳ドック 30 歳以上の職員  47 

脳検診 30 歳以上の職員   5 

ＰＥＴ検査 30 歳以上の職員   0 

 

（２）公務災害補償の概要と発生状況 

    公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合に、その 

   災害によって生じた損害を補償し必要な福祉事業を行い、職員及びその遺族の生活の安定 

   と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。 
 

   ・平成２９年度の災害補償の認定請求  0 件 

 

９ その他組合長が必要と認める事項 

 

 （１）特別職の報酬等の状況 

区分 給料年額等 

給 料 
組 合 長 

副組合長 

   47,000 円  

   43,000 円  

報 酬 

議  長 

副 議 長 

議  員 

   37,000 円  

   33,000 円  

   31,000 円  

 
 （２）勤務状況に関する措置の要求の状況 

   職員は、勤務条件に関して公平委員会に適当な措置を講じるよう要求することができます。 
 

   ・係属事案はなく、平成２９年度に新たな措置要求はありませんでした。 

 

 （３）不利益処分に関する不服申し立ての状況 

   職員は、懲戒その他の意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申し立てをする 

  ことができます。 
 

   ・係属事案はなく、平成２９年度に新たな不服申し立てはありませんでした。 

 

 （４）職員互助会による福利厚生事業の状況（平成２９年度） 

   職員の厚生制度として、地方公務員法第 42 条の規定に基づき、職員が個々に負担している 

  掛金と組合の交付金などで運営する職員互助会を設置し、職員の健康増進・その他厚生に  

  関する事業を行っています。 
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①会員数 ３１８人（平成２９年４月１日現在） 

②事業内容 

 ・給付事業（慶弔費・見舞金等の給付等） ・福利厚生事業（人間ドック利用助成等） 

 ・研修事業（職員研修助成等） 

③平成２９年度決算の状況 

科 目 収入額（円）  科 目 支出額（円） 

掛 金 2,555,229 事 務 局 費 741,181 

交 付 金 1,989,548 給 付 事 業 費  1,120,000 

繰 越 金 1,250,454 体育奨励事業費 0 

繰 入 金 0 福利厚生事業費 991,348 

雑 入 28 研 修 事 業 費  533,600 

  予 備 費 5,088 

合 計 5,795,259 合 計 3,391,217 

 


